
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．６６ ２００９年１２月１５日 

 

台湾特許（実用新案・意匠）関連料金の改定について 

 

 今般、台湾特許庁（経済部知的財産局）は、特許（実用新案・意匠）関連料金に係る規定を改正し、２

０１０年１月１日より施行することとなりました。 

 その改正要点を次の通り、ご案内申し上げます。 

 

記 

１． 特許出願の実体審査請求料の改定 

   現行料金：特許請求の範囲、必要図面及び明細書の合計頁数が５０頁までは基本料の新台湾 

貨幣（以下は省略）８０００元とし、５０頁を超える場合は、その基本料に５０頁毎に 

５００元を加算する。 

例えば、合計頁数が５０頁である場合は、８０００元（日本円で約２１，４００円）となる。 

例えば、合計頁数が６０頁である場合は、８０００元＋５００元＝８５００元（日本円で 

約２２，８００円）となる。 

 

新 料 金：２０１０年１月１日以降（以下、施行後という。）に出願した特許出願（又は施行後に 

行った分割出願、特許出願への変更出願）に適用され、特許請求の範囲が１０項 

までは基本料の７０００元とし、１０項を超える場合は、その基本料に超過の請求 

項毎に８００元を加算する。更に、必要図面及び明細書の合計頁数が５０頁を超 

える場合は、その基本料に５０頁毎に５００元を加算する。 

例えば、合計頁数が５０頁で請求項が１１項である場合は、 

７０００元＋８００元＝７８００元（日本円で約２０，９００円）となる。 

例えば、合計頁数が５０頁で請求項が１２項である場合は、 

７０００元＋８００元×２＝８６００元（日本円で約２３，０００円）となる。 

例えば、合計頁数が６０頁で請求項が１２項である場合は、 

７０００元＋８００元×２＋５００元＝９１００元（日本円で約２４，４００円）となる。 

 

２． 特許出願の補正による請求項の追加に伴う実体審査請求料の加算 

施行後に出願した特許出願（又は施行後に行った分割出願、特許出願への変更出願）に適用さ

れ、第１次審査意見の通知前に補正を行い、その補正後の請求項の数が１０項を超える場合は、

その超過の請求項毎に８００元を納付する。第１次審査意見の通知後に補正を行い、追加の請

求項と補正前の請求項を合算した項数が１０項を超える場合は、超過の請求項毎に８００元を

納付する。 
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３．特許出願の補正による請求項の削除に伴う実体審査請求料の返還 

施行後に出願した特許出願（又は施行後に行った分割出願、特許出願への変更出願）に適用さ

れ、補正前の請求項は１０項を超えていたが、第１次審査意見の通知前に１０項以下に縮減した

場合は、基本料を超えた実体審査請求料の返還を請求することができる。 

 

４．特許出願の出願取下げに伴う実体審査請求料の返還 

施行後に出願した特許出願（又は施行後に行った分割出願、特許出願への変更出願）に適用さ

れ、第１次審査意見の通知前に特許出願を取下げる場合は、実体審査請求料の返還を請求する

ことができる。 

 

５．特許出願の出願取下げに伴う再審査請求料の返還 

施行後に出願した特許出願（又は施行後に行った分割出願、特許出願への変更出願）に適用さ

れ、再審査段階における第１次審査意見の通知前に特許出願を取下げる場合は、再審査請求

料の返還を請求することができる。 

 

６．施行後に納付する特許に係る年金の改定 

 現行料金 新料金 

１～３年目（各年）：  ２，５００元  ２，５００元(改定なし) 

４～６年目（各年）：  ５，０００元  ５，０００元(改定なし) 

７～９年目（各年）：  ９，０００元      ９，０００元(１，０００元減)    

１０年目～（各年）： １８，０００元     １８，０００元(２，０００元減) 

 

７．施行後に納付する実用新案に係る年金の改定 

 現行料金 新料金 

１～３年目（各年）：  ２，５００元 ２，５００元(改定なし) 

４～６年目（各年）：  ５，０００元 ４，０００元(１，０００元減) 

７～９年目（各年）：  ９，０００元 ９，０００元(１，０００元減)    

１０年目～（各年）： １８，０００元 ８，０００元(１０，０００元減) 

 

８．施行後に納付する意匠に係る年金の改定 

 現行料金 新料金 

１～３年目（各年）：  ２，５００元 ２，５００元(改定なし) 

４～６年目（各年）：  ５，０００元 ３，５００元(１，５００元減) 

７～９年目（各年）：  ９，０００元 ５，０００元(４，０００元減)    

１０年目～（各年）： １８，０００元 ５，０００元(１３，０００元減) 

 

（現在レート：新台湾貨幣１元＝日本円で２．６８円） 

以上 


